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文京区消費生活センター

〒112-8555
東京都文京区春日1-16-21
文京シビックセンター地下2階
TEL 5803-1105／FAX 5803-1342
　　相談専用 TEL 5803-1106
受付時間　9:30～16:00（月～金　※祝日・年末年始を除く）

●地下鉄
東京メトロ丸ノ内線・南北線

都営三田線・大江戸線

●都営バス

●文京区コミュニティバスB ぐる

文京シビックセンター
最寄駅

春日駅前 下車

子ども向け消費生活 出前講座子ども向け消費生活 出前講座子ども向け消費生活 出前講座

NO.187
文京区 消費生活センター

くらしのパートナー

文京区消費生活センター
地下 2 階 産業とくらしプラザ内

～ゲームなどを交えた、消費生活に関する知識や情報を学べる楽しい講座～

消費生活センターでは、夏休み期間中、児童館において「消費者被害未然防止」を始め「消費生活に関する知識や情報」の
紹介・普及を目的として、年代別に応じた「消費生活出前講座」を実施しています。

消費生活に関する様々な知識を習得していただくために、専門家をお招きし研修会を開催しています。

会   場

柳町児童館

本郷児童館

本駒込南児童館

湯島児童館

本駒込児童館

しおみ児童館

白山東児童館

大塚児童館

講座名

空き瓶リメイク

バスボム作り

バスボム作り

恐竜はどこへ行ったかな？

恐竜はどこへ行ったかな？

恐竜はどこへ行ったかな？

恐竜はどこへ行ったかな？

バスボム作り

月   日  （13：30から開始）

7  月  2 3  日
7  月  2 4  日
7  月  2 5  日
7  月  3 0  日
8  月   1    日
8  月   6   日
8  月   8   日
8  月  2 7  日

対  象 区内在住・在学の小学生

会  場 産業とくらしプラザ研修室（文京シビックセンター地下２階）

申  込 直接、各会場へ費  用 無  料

対  象 区内在住・在勤・在学者

申  込 直接または電話で消費生活センターへ（申し込み順） 定  員 各回30名費  用 無  料

消費生活研修会 好評実施中！

◆令和元年度これからの研修会

少子高齢化時代の自宅･実家整理のコツ
～介護や相続であわてない～

食品ロスと家計管理を考える
～食べきりを実践するとお金のムダも削減できる～

一般社団法人 
実家片づけ整理協会　

代表理事 渡部 亜矢 氏
㈱優益ＦＰオフィス
ファイナンシャルプランナー　

ＣＦＰ® 中村 真佐子 氏

開催日時 テ　ー　マ 講　　師

9月3日(火)
1４:00 ～1６:00

10月24日（木）
1４:00 ～1６:00

※締め切り：定員になり次第受付終了。今後も区報等で開催をお知らせします。

平成３０年度
消費者相談のまとめ

平成３０年度
消費者相談のまとめ

　平成 30 年度に、文京区消費生活センターで受け付けた消費者相談の件数は1,965 件でした。

　相談件数のうち苦情は1,834 件、問い合わせは129 件、要望は 2 件でした。男女別では女性1,216 件

（61.9％）、男性 638件（32.5％）、企業等団体等からの相談は111件（5.6％）となっています。

　平成 30 年度も、例年に引き続きインターネット関連の相談が多く寄せられました。インターネット通販の

定期購入のトラブルや、メールの架空請求、契約内容をよく理解できなかった通信契約など様々な相談が後

を絶ちません。インターネットは便利な反面、相手の顔が見えません。慎重な利用が求められます。

　また、最近は架空請求や還付金に関する相談や通報がかなり増えています。誰のところにも架空請求のハ

ガキが届いたり区役所と名乗る電話がかかってくる可能性があります。絶対に連絡せず、相手にしないことが

重要です。※３ページ参照
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1,648 1,653 1,629 1,645 1,965

20歳未満
0.2%
3件 不明

10.3%
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70歳以上
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17.2%
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文京シビックセンター
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◆はがきで裁判手続の通知が送られてくることはありません。
◆上記のようなはがきが届いても記載されている電話番号には
　絶対に連絡をしないようにしましょう。

●「法務省管轄～」や「消費者相談センター」等、
　差出人が公的機関であるかのような名称が使
　われています。
●「この件については下記まで電話して下さい」
　等と連絡先へ誘導し、着手金・和解料等の名目
　で支払いを求めてきます。

特　徴

〈差出人の例〉
　民間訴訟告知センター
　国民訴訟お客様センター
　全国紛争相談センター　など
※いずれも国の組織として存在しないものです。

消費者へ
アドバイス

公的機関と誤認させる差出人名
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はがきによる架空請求には
要注意！！
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はがきによる架空請求には
要注意！！

相談の多かった商品・サービス職業別受付件数

相談の多かった内容

100 200 300 4000

運輸・通信サービス

商品一般

保健・福祉サービス

レンタル・リース・賃貸

教養・娯楽サービス

教養娯楽品

他の役務

金融・保険サービス

　役所から健康保険料の還付金があると連絡があり、ＡＴＭを操作するよう指示をされた。」

　電話で「お金が返ってくるのでＡＴＭに行くように」と言われたら、それは、還付金詐欺です。相手にせ

ず、電話を切るようにしてください。おかしいと思ったら、消費生活センターにご相談ください。還付金

に心当たりがある場合でも、すぐにＡＴＭに向かったり、指示された電話番号に電話をかけたりせず、役

所の担当部署に電話をかけて確認してください。

●保険料の還付金詐欺 … 154件

　「賃貸住宅を退去した後、家主が敷金の返還に応じない」「高額な原状回復費用を請求された」など

のトラブルが代表的なものです。退去時には必ず立会い、室内等を確認しあって、原状回復費用につ

いて説明を受けましょう。また、不明な点は賃貸借契約書を確認しながら、納得がいくまで説明を求

めましょう。

●不動産貸借 … 121件

　携帯電話各社では顧客獲得競争が激化し、新規顧客獲得のために様々な利用料金プランを打ち出

しています。一見、安く見えるプランでも、２年間契約することが条件であったり、周辺機器とのセッ

ト契約であったりと、その内容は複雑さを増しています。契約するにあたり、条件をよく確認するとと

もに、自分にあったものを慎重に検討して選ぶことが必要となってきています。

●通信・接続料等 … 112件
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困ったときは消費生活センターへ

TEL  

給与生活者
34.3%
675件自営・自由業

9.3%
182件

家事従事者
17.7%
348件 無職

21.6%
424件

学生
3.3%
64件

法人・その他
5.6%
111件

不明
8.2%
161件

少しでも不審に
思った場合には、
消費生活センターへ
ご相談ください。




